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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を研磨するための回転式アテローム切除術用装置であって、
　近位端と、該近位端の反対側の遠位端とを有する可撓性の細長い回転可能な駆動シャフ
トと、
　研磨ノーズコーンと
　を備え、
　該研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数の細
長い可撓性部材の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され
、該複数の細長い可撓性部材は、平行配列で載置され、相互から角度をつけて離間されて
おり、該複数の細長い可撓性部材は、円筒外形を有する付勢後退構造と、その上に研磨被
覆を有する外面と、鋭い切断側縁とを備え、該細長い可撓性部材は、該駆動シャフトとと
もに回転可能である、複数の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数の細長い可撓性部材の中の全ての可撓性部材の該近位端に固定して接続されてい
る、近位架台と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数の細長い可撓性部材の中の全ての細長
い可撓性部材の該遠位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓
性部材とともに回転可能である、遠位架台と、
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　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備え、
　該近位架台と該遠位架台との軸方向分離が低減されると、該複数の細長い可撓性部材の
中の各部材は、該駆動シャフトから外向きに湾曲し、該円筒形状を有する付勢後退構造か
ら離れて、細長い可撓性部材の駆動シャフトの周囲に非対称的な分布を有する形状を備え
る拡張構造まで半径方向に拡張する、回転式アテローム切除術用装置。
【請求項２】
　操作者が前記近位架台と前記遠位架台との軸方向分離の低減を制御することを可能にす
る、作動デバイスをさらに備えている、請求項１に記載の回転式アテローム切除術用装置
。
【請求項３】
　前記可撓性部材は、ワイヤである、請求項１に記載の回転式アテローム切除術用装置。
【請求項４】
　前記ワイヤのうちの少なくとも１つは、円形断面を有する、請求項３に記載の回転式ア
テローム切除術用装置。
【請求項５】
　前記ワイヤのうちの少なくとも１つは、非円形断面を有する、請求項３に記載の回転式
アテローム切除術用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本願は、米国仮出願第６１／０５９０２８号（２００８年６月５日出願、名称「ＣＵＴ
ＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＳＡＮＤＩＮＧ　ＲＩＢＢＯＮ　ＷＩＳＫ」）に基づく優先権を主張
する。該出願の内容全体は、参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　（政府支援研究開発に関する声明）
　不適用。
【０００３】
　（技術分野）
　本発明は、概して、回転式アテローム切除術用デバイス用の拡張型研磨研削および切断
ヘッドを対象とする。
【背景技術】
【０００４】
　（関連技術の説明）
　アテローム切除術は、動脈硬化性プラーク（動脈壁の内層に蓄積する脂肪および他の物
質の沈着）を切り取る、または削り取るために、カテーテルの端の上のデバイスを使用す
ることによって、閉鎖した冠状動脈または静脈を開口する非外科的手技である。本願の目
的で、「研磨」という用語は、そのようなアテローム切除術用ヘッドの研削および／また
は擦過作用を説明するために使用される。
【０００５】
　アテローム切除術は、心臓への酸素を豊富に含む血液流を修復するように、胸痛を緩和
するように、および心臓発作を予防するように行われる。それは、他の内科的治療に応答
しなかった胸痛がある患者に、およびバルーン血管形成術（動脈壁に対するプラークを平
たくするためにバルーンカテーテルが使用される手術手技）の候補者である特定の患者に
、行われ得る。それは、冠状動脈バイパス移植手術後に蓄積したプラークを除去するよう
に行われることもある。
【０００６】
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　アテローム切除術は、プラークを薄く切り取る、または破壊するために、カテーテルの
端の上に配置された回転シェーバまたは他のデバイスを使用する。手技の開始時に、血圧
を制御し、冠状動脈を拡張し、血栓を予防する薬剤が投与される。患者は、覚醒している
が鎮静状態である。カテーテルは、鼠径部、脚、または腕の動脈に挿入され、血管を通し
て閉鎖した冠状動脈に挿入される。切断ヘッドが、プラークに対して位置付けられて起動
され、プラークが挽き砕かれるか、または吸い出される。
【０００７】
　アテローム切除術の種類は、回転式、指向性、および経腔的摘出である。回転式アテロ
ーム切除術は、プラークを挽き砕くために高速回転シェーバを使用する。指向性アテロー
ム切除術は、最初に承認された種類であったが、もはや一般的に使用されておらず、カテ
ーテルの一側面の開口部の中へプラークを擦り取る。経腔的摘出冠状アテローム切除術は
、血管壁からプラークを切り取り、それをボトルの中へ吸い込むデバイスを使用する。そ
れは、バイパス移植片から不要物を除去するために使用される。
【０００８】
　回転式アテローム切除術を行う、いくつかのデバイスが開示されている。例えば、１９
９４年１１月１日にＬｅｏｎｉｄ　Ｓｈｔｕｒｍａｎに発行され、「Ａｂｒａｓｉｖｅ　
ｄｒｉｖｅ　ｓｈａｆｔ　ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｒｏｔａｔ
ｉｏｎａｌ　ａｔｈｅｒｅｃｔｏｍｙ」と題された特許文献１は、動脈から狭窄組織を除
去するための研磨駆動シャフトアテローム切除術用デバイスを開示し、参照することによ
りその全体が本明細書に組み込まれる。該デバイスは、中心管腔と、研磨区分を画定する
ように研磨材で被覆された、その遠位端付近の区分とを有する、可撓性の細長い駆動シャ
フトを有する回転式アテローム切除術用装置を含む。
【０００９】
　血管系の中の挿入および配置中に、小さい後退位置の直径の利点を獲得する一方で、デ
バイスが、高速回転中に後退直径よりも大きい直径を備えている拡張位置を達成すること
を可能にするために、拡張型アテローム切除術用デバイスが積極的に求められてきた。
【００１０】
　そのような取り組みは、例えば、Ｒｅｉｓｓの特許文献２、１９９１年７月９日にＰａ
ｌｅｓｔｒａｎｔに発行された特許文献３、１９９３年１月１２日にＧｒｏｓｈｏｎｇに
発行された特許文献４、および１９９４年１２月２７日にＬｅｆｅｂｖｒｅに発行された
特許文献５で見出される。これらの参考文献のそれぞれは、参照することによりそれらの
全体が本明細書に組み込まれる。
【００１１】
　まとめて、上記で論議される５つの参考文献は、後退位置から拡張位置に切断要素を移
動させることが可能なアテローム切除術用デバイスを開示する。一側面では、切断要素は
、その上に研磨剤があるブレード、および研磨剤がないブレードを含む。これらの開示さ
れたブレードのある実施形態が、鋭い金属刃を含む一方で、他の実施形態は、可撓性のプ
ラスチック切断要素を含む。後退位置から拡張位置への移動は、例えば、操作者によって
印加される、引く／押す力に応じて摺動可能である、その上に遠位停止部を伴う切断要素
を通る中心ワイヤを使用して、操作者による機械的操作によって達成され得る。いくつか
の側面では、遠位切断ヘッドは、摺動可能なワイヤに軸方向に固定される。この機構の変
化例は、摺動可能な先端と、切断ワイヤの拡張（湾曲）および後退を可能にする軸方向運
動停止部とを伴うデスモドロミックワイヤ提供する。代替として、遠心力、例えば、可撓
性プラスチック切断要素または繊維が、拡張位置を達成するのに十分である。種々の設計
は、例えば、電動手段によって駆動される回転運動によって、切断および／またはサンデ
ィングを達成する。
【００１２】
　さらなる拡張型切断手段が、以下の参考文献で開示されている。
【００１３】
　２００７年１１月６日にＳｔｅｉｎｋｅらに発行された特許文献６は、アテローム性物
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質に係合するために、それに取り付けられた電気手術エネルギー送達デバイス、例えば、
電極を伴う、半径方向に拡張可能な構造を開示している。
【００１４】
　１９９３年７月６日にＰａｎｎｅｋに発行された特許文献７は、複数の半径方向に分離
され、軸方向に接合されたブレードを有する、拡張型および圧縮型アテローム切除術用カ
ッタを開示している。これらのブレードの遠位端が、ガイドワイヤ上で摺動可能であるグ
ロメットによって接合される一方で、近位端は、定位置で固定される。ブレードの拡張は
、グロメットより遠位に停止部を含む、ガイドワイヤを引っ張ることによって達成される
。
【００１５】
　１９９４年６月７日にＰｌａｓｓｃｈｅ　Ｊｒ．らに発行された特許文献８は、複数の
可撓性区分を含む、好ましくは楕円体外形のカッタを開示している。これらの可撓性区分
は、その上に切断要素、例えば、外面に分布したカスプおよびマウンドを有する。カッタ
は、その上に遠位停止部を有するガイドワイヤを使用することによって、可撓性区分を半
径方向に拡張するように、軸方向に短縮される。
【００１６】
　１９９６年９月１７日にＦａｒｈａｔに発行された特許文献９は、複数の弾性ブレード
によって接合される遠位ハブおよび近位ハブを含む、拡張型および圧縮型アテローム切除
術カッタを開示している。ブレードは、圧縮され得る切断半径を表すように成形される。
【００１７】
　１９９８年６月１６日Ｔｒｅｒｏｔｏｌａに発行された特許文献１０は、回転式駆動部
に取り付けられるワイヤケージまたはバスケットを含む、血栓溶解断片化デバイスを開示
している。ワイヤバスケットまたはケージは、カテーテルに封じ込まれ、そこから解放さ
れると、血管管腔の内径に自動的に一致する。ワイヤバスケットまたはケージは、ニチノ
ール等の形状記憶材料でできている、３本から６本のワイヤからできているものとして‘
７０４で定義されており、未変形位置は、拡張または湾曲位置である。ワイヤは、その上
に研磨剤を含むか、または切断刃を有し得る。開示されている回転速度は比較的低く、開
示されている最高速度が５，０００ｒｐｍである。
【００１８】
　２００４年１０月５日にＨｉｂｌａｒらに発行された特許文献１１は、カテーテル内で
摺動可能に受容されるように折り畳み可能である、１つ以上の可撓性研磨円盤を有する、
圧縮型アテローム切除術バーを開示している。別の設計では、弾性かつ可撓性のパネルが
外向きにらせん状になり、略円筒形の切除表面を形成する。
【００１９】
　これらの参考文献のうちのいくつかでは、部材がアテローム切除術用ヘッドの一部分に
及ぶ。これらの部材は、それらの近位および遠位端で固定され、近位および遠位端の間の
部分では、概して自由である。部材の固定された近位および遠位端は、相互に向かって引
き寄せられ、部材は、湾曲して半径方向外向きに拡張する。駆動シャフトの周囲で回転さ
せられると、これらの半径方向に拡張した部材は、アテローム切除術用ヘッドの静止直径
よりも直径が大きい妨害物を切断、擦過、または研削することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】米国特許第５，３６０，４３２号明細書
【特許文献２】米国特許第４，９６６，６０４号明細書
【特許文献３】米国特許第５，０３０，２０１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，１７８，６２５号明細書
【特許文献５】米国特許第５，３７６，１００号明細書
【特許文献６】米国特許第７，２９１，１４６号明細書
【特許文献７】米国特許第５，２２４，９４５号明細書
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【特許文献８】米国特許第５，３１８，５７６号明細書
【特許文献９】米国特許第５，５５６，４０８号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，７６６，１９１号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，８００，０８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、これらの参考文献のうちのいずれも、その近位部が拡張可能である、研
磨剤で被覆された遠位ノーズコーンを開示していない。この点で、ノーズコーンの最遠位
先細部は、閉塞血管を部分的または完全に開口し、それにより、パイロット穴を作成する
ために使用され得る。次いで、後退した円筒形かつ薄型のノーズコーンの残りの部分は、
閉塞の中へ次第に入れられてもよく、そうするとすぐに、ノーズコーンの遠位先細部は、
後方または遠位に引っ張られてもよく、切断部材を拡張位置で外向きに湾曲させる。後退
位置または拡張位置のいずれか一方でのノーズコーンの回転は、閉塞の開口を促進する。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の一実施形態は、近位端と、近位端の反対側の遠位端とを有する、可撓性の細長
い回転可能な駆動シャフトと、遠位先細部と、駆動シャフトの遠位先細部に隣接する複数
の細長い可撓性部材であって、複数部材の中の各部材が近位端と近位端の反対側の遠位端
との両方で固定される複数の細長い可撓性部材とを備えている駆動シャフトの遠位端に近
接して動作可能に取り付けられるノーズコーンと、駆動シャフトとともに回転可能であり
、かつ複数部材の中の全ての可撓性部材の近位端に固定して接続されている近位架台と、
近位架台から軸方向に分離され、かつ複数部材の中の全ての可撓性部材の遠位端に固定し
て接続されている遠位架台とを備えている組織を研磨するための回転式アテローム切除術
用装置を備えている。近位架台と遠位架台との軸方向分離が、遠位先細部を近位に引くこ
とによって低減されると、複数部材の中の各部材は、駆動シャフトから外向きに湾曲し、
半径方向に拡張する。近位架台と遠位架台との軸方向分離は、駆動シャフトの内径を通り
、遠位先細部と動作可能に連通しているアクチュエータケーブルまたは管によって達成さ
れ得る。後退位置では、複数の細長い可撓性部材が、円筒外形を備えている一方で、遠位
先細部は、後退した複数の細長い可撓性部材と同等の直径を有する近位円筒外形と、遠位
円錐外形とを備えている。拡張位置では、複数の細長い可撓性部材が、一実施形態では、
少なくとも部分的に楕円形の対称外形を備え、別の実施形態では、偏心または非対称外形
を備えている一方で、遠位先細部は、後退した複数の細長い可撓性部材と同等の直径を有
する近位円筒外形と、遠位円錐外形とを備えている。言い換えれば、遠位先細部の外形は
、後退位置および拡張位置の両方で一定のままである。
【００２３】
　本発明の一実施形態は、ガイドワイヤと、それを通る管腔を有し、ガイドワイヤ上で前
進／後退が可能なカテーテルと、近位端、および、近位端の反対側の遠位端とを有する、
可撓性の細長い回転可能な駆動シャフトと、遠位先細部と、駆動シャフトの遠位先細部に
隣接する複数の細長い可撓性部材であって、複数部材の中の各部材が近位端と近位端の反
対側の遠位端との両方で固定される複数の細長い可撓性部材を備えている駆動シャフトの
遠位端に近接して動作可能に取り付けられるノーズコーンと、駆動シャフトとともに回転
可能であり、かつ複数部材の中の全ての可撓性部材の近位端に固定して接続されている近
位架台と、近位架台から軸方向に分離され、かつ複数部材の中の全ての可撓性部材の遠位
端に固定して接続されている遠位架台とを備えている組織を研磨するための回転式アテロ
ーム切除術用システムを備えている。近位架台と遠位架台との軸方向分離が、遠位先細部
を近位に引くことによって低減されると、複数部材の中の各部材は、駆動シャフトから外
向きに湾曲し、半径方向に拡張する。近位架台と遠位架台との軸方向分離は、駆動シャフ
トの内径を通り、遠位先細部と動作可能に連通しているアクチュエータケーブルまたは管
によって達成され得る。後退位置では、複数の細長い可撓性部材が、円筒外形を備えてい
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る一方で、遠位先細部は、後退した複数の細長い可撓性部材と同等の直径を有する近位円
筒外形と、遠位円錐外形とを備えている。拡張位置では、複数の細長い可撓性部材が、一
実施形態では、少なくとも楕円形の対称外形を備え、別の実施形態では、偏心または非対
称外形を備えている一方で、遠位先細部は、後退した複数の細長い可撓性部材と同等の直
径を有する近位円筒外形と、遠位円錐外形とを備えている。言い換えれば、遠位先細部の
外形は、後退位置および拡張位置の両方で一定のままである。加えて、該システムは、駆
動シャフトを回転させるための手段を備えている。
【００２４】
　本発明の別の実施形態は、患者の血管系を通して妨害物までガイドワイヤを前進させる
ことと、ガイドワイヤ上で妨害物までカテーテルを前進させることと、駆動シャフトの遠
位端に近接して動作可能に取り付けられる本発明のノーズコーンを備えている回転可能な
駆動シャフトを、カテーテル内で妨害物まで前進させることと、妨害物までノーズコーン
の遠位先細部を前進させ、ノーズコーンの回転および／または軸方向運動を開始すること
と、必要であれば妨害物を通るパイロット穴を作成することと、妨害物に近接したカテー
テルを通して、およびカテーテルの遠位端を越えて、妨害物まで複数の細長い可撓性部材
を前進させることであって、部材は、それらの近位端で共通の近位架台に固定して接続さ
れ、かつそれらの遠位端で共通の遠位架台に固定して接続され、近位架台と遠位架台とは
、軸方向に分離され、近位架台は、駆動シャフトに回転可能に連結される、ことと、複数
の細長い可撓性部材を拡張位置へと作動させることであって、複数の可撓性部材は、駆動
シャフトから半径方向外向きに湾曲する、ことと、駆動シャフトを回転させることと、複
数の湾曲した可撓性部材との反復接触を通して、妨害物を研磨することと、複数の可撓性
部材を後退位置に戻すことと、複数の可撓性部材をカテーテルに引っ込めることと、患者
の血管系からシステムを引き抜くこととを含む血管中の妨害物を研磨するための方法であ
る。
【００２５】
　代替的方法は、可撓性部材が、カテーテルの外へ前進させられると半径方向に拡張し、
カテーテルに引っ込められると後退位置に圧縮するように、湾曲拡張位置で付勢されてい
る可撓性部材を備え得る。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　組織を研磨するための回転式アテローム切除術用装置であって、
　近位端と、該近位端の反対側の遠位端とを有する可撓性の細長い回転可能な駆動シャフ
トと、
　研磨ノーズコーンと
　を備え、
　研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数部材
の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され、円筒外形を有
する付勢後退位置と、その上に研磨被覆を有する外面と、鋭い切断側縁とを備え、該細長
い可撓性部材は、該駆動シャフトとともに回転可能である、複数の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該近位端に固定して接続されている、近位架台
と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該遠
位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓性部材とともに回転
可能である、遠位架台と、
　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備え、
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　該近位架台と該遠位架台との該軸方向分離が低減されると、該複数部材の中の各部材は
、該駆動シャフトから外向きに湾曲し、該付勢後退位置から離れて拡張位置まで半径方向
に拡張する、回転式アテローム切除術用装置。
（項目２）
　操作者が上記近位架台と上記遠位架台との軸方向分離の低減を制御することを可能にす
る、作動デバイスをさらに備えている、項目１に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目３）
　上記可撓性部材は、ワイヤである、項目１に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目４）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、円形断面を有する、項目３に記載の回転式アテ
ローム切除術用装置。
（項目５）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、非円形断面を有する、項目３に記載の回転式ア
テローム切除術用装置。
（項目６）
　上記可撓性部材は、平行配列で載置され、相互から角度をつけて離間されている、項目
１に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目７）
　血管の管腔内の閉塞物質を研磨するための回転式アテローム切除術用装置であって、
近位端と、該近位端の反対側の遠位端とを有する、可撓性の細長い回転可能な駆動シャフ
トと、
　研磨ノーズコーンと
　を備え、
　該研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数部材
の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され、少なくとも部
分的に楕円形の外形を有する付勢後退位置と、その上に研磨被覆を有する外面と、鋭い切
断側縁とを備え、該細長い可撓性部材は、該駆動シャフトとともに回転可能である、複数
の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該近位端に固定して接続されている、近位架台
と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該遠
位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓性部材とともに回転
可能である、遠位架台と、
　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備え、
　該近位架台と該遠位架台との該軸方向分離が低減されると、該複数部材の中の各部材は
、該駆動シャフトから外向きに湾曲し、該付勢後退位置から離れて拡張位置まで半径方向
に拡張する、回転式アテローム切除術用装置。
（項目８）
　上記複数の可撓性部材は、非対称に配設されている可撓性部材を備えている、項目７に
記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目９）
　上記可撓性部材は、ワイヤである、項目７に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目１０）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、円形断面を有する、項目９に記載の回転式アテ
ローム切除術用装置。
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（項目１１）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、非円形断面を有する、項目９に記載の回転式ア
テローム切除術用装置。
（項目１２）
　上記駆動シャフトは、回転軸を有し、上記複数の可撓性部材はさらに、該回転軸上に位
置する質量中心を備えている、項目７に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目１３）
　上記駆動シャフトは、回転軸を有し、上記複数の可撓性部材はさらに、該回転軸からオ
フセットされた質量中心を備えている、項目７に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目１４）
　血管の管腔内の閉塞物質を研磨するための回転式アテローム切除術用装置であって、
近位端と、該近位端の反対側の遠位端とを有する、可撓性の細長い回転可能な駆動シャフ
トと、
　研磨ノーズコーンと
　を備え、
　該研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数部材
の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され、少なくとも部
分的に楕円形の外形を有する付勢拡張位置と、その上に研磨被覆を有する外面と、鋭い切
断側縁とを備え、該細長い可撓性部材は、該駆動シャフトとともに回転可能である、複数
の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該近位端に固定して接続されている、近位架台
であって、各可撓性部材は、密度を有する少なくとも１つの材料を備え、該複数の可撓性
部材の該密度は、非対称に配設されている、近位架台と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該遠
位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓性部材とともに回転
可能である、遠位架台と、
　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備え、
　該近位架台と該遠位架台との該軸方向分離は、該血管の該管腔に一致するように自動的
に変化し、該複数部材の中の各部材は、該駆動シャフトから外向きに湾曲し、該付勢拡張
位置まで半径方向に拡張する、回転式アテローム切除術用装置。
（項目１５）
　上記複数の可撓性部材は、非対称に配設されている可撓性部材を備えている、項目１４
に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目１６）
　上記可撓性部材は、ワイヤである、項目１４に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目１７）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、円形断面を有する、項目１６に記載の回転式ア
テローム切除術用装置。
（項目１８）
　上記ワイヤのうちの少なくとも１つは、非円形断面を有する、項目１６に記載の回転式
アテローム切除術用装置。
（項目１９）
　上記駆動シャフトは、回転軸を有し、上記複数の可撓性部材はさらに、該回転軸上に位
置する質量中心を備えている、項目１４に記載の回転式アテローム切除術用装置。
（項目２０）
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　上記駆動シャフトは、回転軸を有し、上記複数の可撓性部材はさらに、該回転軸からオ
フセットされた質量中心を備えている、項目１４に記載の回転式アテローム切除術用装置
。
（項目２１）
　血管中の閉塞を研磨するためのシステムであって、
　妨害物まで患者の血管系を通り抜けるためのガイドワイヤと、
　該ガイドワイヤ上で前進可能なカテーテルと、
　該カテーテル内で回転可能であり、かつ該ガイドワイヤ上で前進可能である可撓性の細
長い駆動シャフトであって、該患者の該血管系の外部に残る近位端と、該近位端の反対側
の遠位端とを有する、駆動シャフトと、
　該駆動シャフトを回転させる手段と、
　研磨ノーズコーンと
　を備え、
　該研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数部材
の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され、少なくとも部
分的に楕円形の外形を有する付勢後退位置と、その上に研磨被覆を有する外面と、鋭い切
断側縁とを備え、該細長い可撓性部材は、該駆動シャフトとともに回転可能である、複数
の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該近位端に固定して接続されている、近位架台
と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該遠
位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓性部材とともに回転
可能である、遠位架台と、
　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備え、
　該近位架台と該遠位架台との該軸方向分離が低減されると、該複数部材の中の各部材は
、該駆動シャフトから外向きに湾曲し、該付勢後退位置から離れて拡張位置まで半径方向
に拡張する、システム。
（項目２２）
　血管中の閉塞を研磨するための方法であって、
　患者の血管系を通して妨害物までガイドワイヤを前進させることと、
　該ガイドワイヤ上で該妨害物までカテーテルを前進させることと、
　該カテーテル内で該妨害物まで回転可能な駆動シャフトを前進させることであって、
　該駆動シャフトは、それに動作可能に接続される研磨ノーズコーンを有し、
　該研磨ノーズコーンは、
　　該駆動シャフトの該遠位端に近接する複数の細長い可撓性部材であって、該複数部材
の中の各部材は、近位端と該近位端の反対側の遠位端との両方で固定され、少なくとも部
分的に楕円形の外形を有する付勢後退位置と、その上に研磨被覆を有する外面と、鋭い切
断側縁とを備え、該細長い可撓性部材は、該駆動シャフトとともに回転可能である、複数
の細長い可撓性部材と、
　　該駆動シャフトと動作可能に接続され、かつ該駆動シャフトとともに回転可能であり
、該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該近位端に固定して接続されている、近位架台
と、
　　該近位架台から軸方向に分離され、かつ該複数部材の中の全ての該可撓性部材の該遠
位端に固定して接続され、該駆動シャフトおよび該複数の細長い可撓性部材とともに回転
可能である、遠位架台と、
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　　近位固定円筒外形および遠位固定円錐外形と、それを通る管腔とを備えている、遠位
先細部であって、該遠位架台に取り付けられ、かつ該駆動シャフトおよび該複数の細長い
可撓性部材とともに回転可能である、遠位先細部と
　を備えている、ことと、
　該先細遠位部で該閉塞を通るパイロット穴を作成することと、
　該遠位先細部に対して近位方向の力を達成するように、作動デバイスを作動させること
と、
　該近位方向の力に応答して、該近位架台と該遠位架台との軸方向分離を低減することと
、
　該駆動シャフトから半径方向外向きに該複数の可撓性部材を湾曲させることと、
　該駆動シャフトを回転させることと、
　該複数の湾曲した可撓性部材との反復接触を通して、該閉塞を研磨することと、
　該駆動シャフトの該回転を停止することと、
　該複数の可撓性部材を該カテーテルに引っ込めることであって、該可撓性部材は、該カ
テーテルに引っ込めると半径方向に圧縮される、ことと、
　該患者の該血管系から、該研磨ノーズコーンとともに、該カテーテル、該複数の可撓性
部材、該近位および遠位架台、および該駆動シャフトを引き抜くことと
　を含む、方法。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、回転式アテローム切除術用デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図２】図２は、駆動シャフトの遠位端に近接して動作可能に取り付けられたノーズコー
ンを伴い、後退位置にある、駆動シャフトの一実施形態の部分切断図である。
【図３】図３は、駆動シャフトの遠位端に近接して動作可能に取り付けられたノーズコー
ンを伴い、拡張位置にある、駆動シャフトの一実施形態の部分切断図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　研磨ノーズコーンが回転可能な駆動シャフトに取り付けられる、回転式アテローム切除
術用デバイスを開示する。研磨ヘッドは、遠位先細部と、それの近位に、それらの近位端
で近位架台に取り付けられ、かつそれらの遠位端で遠位架台に取り付けられる、ワイヤ等
の複数の細長い可撓性部材とを含む。近位および遠位架台と、遠位先細部とは、駆動シャ
フトに回転可能かつ動作可能に取り付けられ、駆動シャフトとともに回転する。近位およ
び遠位架台は、相互から軸方向に分離される。軸方向間隔が減少するにつれて、可撓性部
材は、アクチュエータデバイス、例えば、駆動シャフトの管腔の中で動作可能に配置され
、遠位先細部に取り付けられるアクチュエータケーブルまたは同等物によって作動されて
、半径方向外向きに湾曲する。作動デバイスに印加される近位方向の力は、遠位先細部を
近位に移動させてもよく、達成され得る最大拡張直径まで、作動デバイスに印加される近
位方向の力の程度に正比例して変動する、拡張位置まで可撓性部材の湾曲を引き起こす。
この実施形態では、可撓性部材は、図２に示された円筒外形を備えるように、比較的直線
の構成で付勢される。
【００２８】
　代替実施形態では、可撓性部材は、外向きに湾曲した構成で付勢され、カテーテル管腔
によって後退位置で保持され得る。可撓性部材がカテーテル管腔の遠位端を越えて前進さ
せられると、可撓性部材は解放され、軸方向外向きに拡張する。可撓性部材をカテーテル
管腔の境界の中へ近位に戻すことにより、可撓性部材を後退位置に後退させる。当業者で
あれば、それが、ユーザの介入なしで、妨害物または不要物を除去される血管に対して、
可撓性部材を自動的にサイズ決定することを認識するであろう。
【００２９】
　使用前に、駆動シャフト、近位架台、可撓性部材、および遠位架台は、全てカテーテル
の管腔内に格納され、全てガイドワイヤを包囲する。最初に、ユーザが、患者の血管系を
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通して妨害物までガイドワイヤを送り込む。次に、ユーザは、ガイドワイヤ上で妨害物ま
でカテーテルおよびその内容物を前進させる。カテーテルは、略平滑外部を有し、ガイド
ワイヤに沿って前進させられる際に血管のうちのいずれも損傷しない。いったんカテーテ
ルの遠位端が妨害物に、またはその付近に位置付けられると、ユーザは、カテーテルに対
して駆動シャフトを前進させる（および／または、同等に、駆動シャフトに対してカテー
テルを後退させる）。駆動シャフトからの軸圧力は、駆動シャフトが近位架台を押し進め
、近位架台が可撓性部材を押し進め、可撓性部材が遠位架台を押し進めることによって、
カテーテルの遠位端から研磨ノーズコーンを押し出す。可撓性部材、例えば、ワイヤは、
この比較的少量の軸圧力を支持することができ、カテーテルからノーズコーンを押し出す
ことを促進できることに留意されたい。
【００３０】
　可撓性部材が拡張位置で付勢される実施形態では、いったん可撓性部材がカテーテルか
ら押し出されると、カテーテル壁がもはや半径方向に拘束しなくなり、さらなる操作者の
介入がなくても、自由に半径方向に拡張して、自動的に閉塞の側面を圧迫することができ
る。そのような研磨ヘッドの有益性は、可撓性部材の半径方向拡張が自動的であり、ユー
ザからいずれの追加ステップ、またはカテーテルにおいていずれの追加要素も必要としな
いことである。さらに、拡張は、半径方向拡張が遠心力に依らず、比較的低い回転送度で
、または静止時に発生し得る。近位架台、可撓性部材、遠位架台、および先細遠位部は全
て、駆動シャフトとともに回転する。先細遠位部は、必要なときに、可撓性部材が徐々に
拡張する位置で動作し始めるために十分な直径のパロット穴を開口し、半径方向に拡張し
た可撓性部材は、血管中の妨害物を切断、擦過、および／または研削する。妨害物が研磨
されるにつれて、可撓性部材は、再び、ユーザからのいずれの介入もなく、半径方向に自
動的に適正なサイズになる。いったん妨害物が完全に研磨されると、駆動シャフトの回転
は、低減または停止され、ユーザは、カテーテルに対して駆動シャフトを後退させる（お
よび／または、同等に、駆動シャフトに対してカテーテルを前進させる）。駆動シャフト
は、カテーテルの内側に近位架台を引っ張り、近位架台は、カテーテルの内側に可撓性部
材を引っ張り、そうしている間に、除去するためにそれらを半径方向に圧縮する。
【００３１】
　可撓性部材が後退位置で付勢される実施形態では、操作者によってアクチュエータに印
加される近位方向の力が、遠位先細部を近位に移動させ、順に、作動デバイスに対する操
作者の近位方向の力によって制御される拡張位置まで、可撓性部材を半径方向外向きに湾
曲させる。この実施形態の利点は、拡張位置へと作動させられた時に、ノーズコーンの可
撓性部材の直径を能動的に制御する操作者の能力を備えている。加えて、上記のように、
可撓性部材を拡張位置へと作動させるために、遠心力は使用されることも必要とされるこ
ともない。
【００３２】
　いったん妨害物が完全に研磨されると、駆動シャフトの回転は、低減または停止され、
ユーザは、上記で説明されるノーズコーンの実施形態に従って、カテーテルに対して駆動
シャフトを後退させる（および／または、同等に、駆動シャフトに対してカテーテルを前
進させる）。
【００３３】
　上記の段落は、本開示の概要にすぎず、決して限定的と解釈されるべきではない。より
詳細な説明が以下に続く。
【００３４】
　図１は、典型的な回転式アテローム切除術用デバイスの概略図である。デバイスは、ハ
ンドル部分２と、細長い可撓性駆動シャフトと、ハンドル部分２から遠位に延在する細長
いカテーテル１０とを含む。駆動シャフトは、ハンドル部分２またはその付近にある制御
近位端１２から、駆動シャフトの遠位端またはその付近にある研磨ヘッド７にトルクを伝
達する。カテーテル１０は、駆動シャフトの長さの大部分または全てが配置される、管腔
を有する。駆動シャフトはまた、駆動シャフトがガイドワイヤ７０上で前進および回転さ
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せられることを可能にする、内腔も含む。流体供給ライン３が、冷却および潤滑溶液（典
型的には、生理食塩水または別の生体適合性流体）をカテーテル１０に導入するために提
供され得る。
【００３５】
　ハンドル２は、高速で駆動シャフトを回転させるためのタービン（または同様の回転駆
動機構）を含み得る。ハンドル２は、典型的には、管４を通して送達される圧縮空気等の
動力源に接続され得る。一対の光ケーブル５も、タービンおよび駆動シャフトの回転の速
度を監視するために提供され得る。そのようなハンドルおよび関連器具に関する詳細は、
当該業界で周知であり、例えば、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる
、１９９４年５月２４日にＤａｖｉｄ　Ｃ．Ａｕｔｈらに発行され、「Ｃｌｉｎｉｃａｌ
ｌｙ　ｐｒａｃｔｉｃａｌ　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　ａｎｇｉｏｐｌａｓｔｙ　ｓｙｓｔ
ｅｍ」と題された米国特許第５，３１４，４０７号で説明されている。ハンドル２はまた
、望ましくは、カテーテル１０およびハンドルの本体に対してタービンおよび駆動シャフ
トを前進および後退させるための制御ノブ６も含む。
【００３６】
　操作中に駆動シャフトを回転させるいくつかの方法がある。大部分の場合において、モ
ータが、駆動シャフトの近位端またはその付近で、駆動シャフトに取り付けられる。その
ようなモータのための好適な制御システムは、参照することによりその全体が本明細書に
組み込まれる、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　ａｎ
ｇｉｏｐｌａｓｔｙ　ｄｅｖｉｃｅ」と題され、米国特許出願公公開ＵＳ２００３／０１
２０２９６　Ａ１号として２００３年６月２６日に公開された、Ｓｈｔｕｒｍａｎらに対
する米国特許出願第１０／２７２，１２６号で開示されている。
【００３７】
　駆動シャフト回転の他の方法も可能である。例えば、ユーザが、手動で駆動シャフトを
直接回転させることができる。別の実施例として、ユーザが、駆動シャフトに接続された
クランクを旋回させることができる。さらなる実施例として、ユーザがクランクを旋回さ
せることができ、クランクは、クランクの回転速度より特定の係数だけ駆動シャフトの回
転速度を増加させる、歯車付きシステムを駆動する。他の好適な回転生成システムも可能
である。
【００３８】
　本願は、主に、研磨ヘッド７の設計を対象とする。この側面では、その制御部と入出力
部とともにカテーテル１０、ガイドワイヤ７０、およびハンドル２を含む、図１の公知の
アテローム切除術用デバイスの他の要素の多くまたは全てが、本開示ヘッド設計ともに使
用され得る。
【００３９】
　図１は、研磨ヘッド７を越えて延在するガイドワイヤ７０を示すことに留意されたい。
典型的には、ガイドワイヤ７０は、血管に挿入されるアテローム切除術用デバイス１の第
１の要素である。カテーテル１０よりもはるかに細いため、ガイドワイヤ７０は、挿入点
から妨害物まで患者の血管系を通してナビゲートすることがはるかに容易である。いった
んガイドワイヤ７０が妨害物に到達すると、カテーテル１０は、研磨ヘッド７が妨害物ま
たはその付近に好適に位置するまで、ガイドワイヤ７０に沿って前進させられ得る。
【００４０】
　いったん研磨ヘッド７が配置されると、ガイドワイヤに利用可能ないくつかの選択肢が
ある。本明細書で考慮される大部分の場合において、ガイドワイヤ７０は、定位置に残さ
れ、研磨ヘッド７の遠位端を越えて延在する。これは、使用中に遠位架台の安定性を提供
する。他の場合においては、ガイドワイヤ７０は、研磨ヘッドの中へ、または研磨ヘッド
を越えて延在しないように、部分的にカテーテル１０の中へ後退させられ得る。さらに他
の場合においては、ガイドワイヤ７０は、完全にカテーテル１０から後退させられ得る。
妨害物が除去された後、後退が挿入点からカテーテル１０を引っ張ることを伴い、患者の
血管系を通した特定のナビゲーションを必要としないため、カテーテル１０を後退させる
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ことは、ガイドワイヤ７０の使用を必要としない。
【００４１】
　図２および３は、軸方向に並進可能かつカテーテル２０内で回転可能に配置される、駆
動シャフト１０の遠位端に動作可能に取り付けられる、例示的な研磨ノーズコーン７Ａを
示す。研磨ノーズコーン７Ａは、好適な切断または研削材料のワイヤまたは細片であり得
る、複数の可撓性の細長い部材１００を備えている。ワイヤは、円形断面を有してもよく
、または、それらの切断あるいは擦過能力を強化し得る非対称断面を有し得る。例えば、
非対称断面は、半円形、三角形、長方形、正方形であり得、および／または１つ以上の角
を含み得る。図２では、可撓性部材１００は、カテーテル１００の管腔の内側、および後
退位置にあり、半径方向に圧縮され、軸方向に延在させられる。図３では、可撓性部材１
００は、カテーテル１００の外側にあり、かつ拡張位置で使用中であり、軸方向に圧縮さ
れ、半径方向に拡張される。
【００４２】
　図示されるように、部材１００の近位端は、全て近位架台４０に取り付けられる。場合
によっては、部材１００のうちのいくつかまたは全ては、近位架台４０に取り付く前に相
互に取り付き得る。他の場合においては、部材１００は、近位架台４０のみに取り付き得
、相互に取り付かない。近位架台４０は、大部分の場合において駆動シャフトの遠位端ま
たはその付近にある駆動シャフト１０に、機械的かつ回転可能に連結される。駆動シャフ
ト１０が回転するにつれて、近位架台４０も回転する。同様に、駆動シャフト１０がカテ
ーテル２０内で軸方向に並進させられた場合、近位架台４０が追随する。近位架台４０は
、駆動シャフト１０と一体に作られてもよく、または、駆動シャフト１０とは別に作られ
、駆動シャフト１０に取り付けられてもよい。多くの場合において、駆動シャフト１０は
、１つ以上のらせんコイル状巻きワイヤとして形成され、近位架台４０は、駆動シャフト
１０の遠位端に動作可能に取り付けられる固体構造である。
【００４３】
　可撓性部材１００の近位端が共通近位架台４０に取り付けられる、同じ方式で、可撓性
部材の遠位端は、遠位先細部１０２に動作可能に取り付けられるか、またはそれと一体で
ある、共通遠位架台５０に取り付けられる。場合によっては、部材１００のうちのいくつ
かまたは全ては、遠位先細部１０２に動作可能に取り付けられるか、またはそれと一体で
ある、遠位架台５０に取り付く前に相互に取り付き得る。他の場合においては、部材１０
０は、遠位架台５０のみに取り付き得、相互に取り付かない。全ての場合において、遠位
先細部１０２は、遠位架台５０、可撓性部材３０Ａ、および近位架台４０を介して、駆動
シャフト１０と接続される。したがって、遠位先細部１０２は、駆動シャフト１０、可撓
性部材１００、ならびに近位および遠位架台４０、５０と連携して並進し、回転する。
【００４４】
　多くの場合において、ガイドワイヤ７０は、近位および遠位架台４０、５０を通過し、
かつ可撓性部材１００内の管腔４５（図３に示される）を通過し、ある実施形態では、駆
動シャフト１０が回転するときに、近位および遠位架台４０、５０ならびに可撓性部材１
００を、駆動シャフト１０の回転軸に沿ってほぼ中心に保つ。そのような安定性は、概し
て回転式アテローム切除術に必要とされる高回転速度、例えば、２０，０００ｒｐｍ以上
で有用であり得る。
【００４５】
　図３に示されるように、可撓性部材１００は、拡張楕円外形を備え、各可撓性部材１０
０は、円周方向に、かつ隣接する可撓性部材１００から角度をつけて等距離で配設されて
いる。この配設は、駆動シャフトの回転軸上に質量中心を伴う、対称な複数の可撓性部材
１００をもたらす。したがって、拡張した可撓性部材１００の高速回転は、拡張した可撓
性部材の静止直径と同等である回転（および研磨／切断）直径を達成する。
【００４６】
　代替実施形態は、少なくとも部分的に楕円形の外形を有する可撓性部材１００を備えて
もよく、複数の可撓性部材１００の一部分が、上記で説明されるような楕円外形を備えて
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いる一方で、可撓性部材１００の他の部分は、１つの可撓性部材１００から次の隣接する
可撓性部材１００まで、より大きいまたは小さい距離で配設されている。この代替配設は
、駆動シャフト１０の回転軸上にない可撓性部材の質量中心を伴う、非対称な複数の可撓
性部材１００をもたらす。結果として、研磨ノーズコーンの高速回転は、参照することに
よりその全体が本明細書に組み込まれる、Ｓｈｔｕｒｍａｎに対する米国特許第６，４９
４，８９０号で十分に説明されているように、偏心または軌道運動をもたらす。偏心また
は非対称な複数の可撓性部材１００の利点は、拡張した複数の可撓性部材１００の回転（
および研磨／切断）直径が、拡張した複数の可撓性部材１００の静止直径よりも大きいこ
とである。これは順に、とりわけ外傷を低減する、より薄型の研磨要素、すなわち、研磨
ノーズコーン７Ａが患者の血管系に挿入されることを可能にする。
【００４７】
　駆動シャフトの回転軸からの質量中心のオフセットを達成するために、代替機構が採用
され得る。例えば、複数の可撓性部材１００のうちの１つ以上の少なくとも一部は、残り
の可撓性部材１００の密度よりも高密度または低密度である密度の材料を備え得る。当業
者であれば、そのような配設での実用性、ならびに本発明に設計され得る多数の置換を認
識するであろう。それぞれのそのような結果として生じる実施形態は、十分に本発明の範
囲内である。
【００４８】
　遠位先細部１０２は、可撓性部材１００より遠位に、かつ可撓性部材１００に隣接して
位置し、上記で説明されるように、遠位架台５０によってそれに接続される。遠位先細部
１０２は、近位固定円筒外形と、遠位固定円錐外形を備えている。遠位先細部１０２はさ
らに、ガイドワイヤ７０上の軸方向並進を可能にするように、それを通る管腔（図示せず
）を備えている。遠位架台５０が遠位先細部１０２に動作可能に取り付けられるか、また
はそれと一体であるため、遠位架台５０は、ガイドワイヤ７０に沿って、自由に軸方向に
並進または摺動できる。
【００４９】
　可撓性部材１００および遠位先細部１０２の外面は、全体または部分的に、研磨材で被
覆され得る。研磨材は、ダイヤモンド粒子、溶融石英、窒化チタン、炭化タングステン、
酸化アルミニウム、炭化ホウ素、または他のセラミック材料等の、任意の好適な材料であ
り得る。場合によっては、研磨材は、好適な結合剤によって可撓性部材１００および遠位
先細部１０２の外部に直接取り付けられる、ダイヤモンドチップまたはダイヤモンドダス
ト粒子を含む。材料は、従来の電気めっきまたは融合技術（例えば、参照することにより
その全体が本明細書に組み込まれる、米国特許第４，０１８，５７６号を参照）等の、周
知の技法を使用して取り付けられてもよい。代替として、可撓性部材１００および／また
は遠位先細部１０２の外面は、機械的および／または化学的に粗面化されてもよく、およ
び／または、サンディング、研削、切断、または薄切表面を提供するように、レーザと同
様に、エッチングまたは切断され得る。
【００５０】
　可撓性部材１００は、切断表面を提供するように、両側に沿って鋭い切断側縁１０４を
備えている。これらの切断側縁１０４は、図２のように、ノーズコーンが拡張位置にある
時のみに露出される。そうでなければ、図１のように後退位置にある時に、切断縁１０４
は露出されない。
【００５１】
　したがって、ノーズコーンは、遠位先細部１０２および後退した可撓性部材１００の研
磨表面に沿って、閉塞物質の研削を可能にする。加えて、拡張した可撓性部材１００は、
閉塞物質の切断を可能にする。
【００５２】
　図に提供されるように、破片流が駆動シャフトの管腔を近位に通り、閉塞から離れるこ
とを可能にするように、当技術分野で周知であるような吸引手段が提供され得る。代替と
して、本発明のアテローム切除方法中に生成される破片を捕捉するために、同様に当技術
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【００５３】
　本明細書で記載される、本発明およびその用途の説明は、例証的であり、本発明の範囲
を限定することを目的としない。本明細書で開示される実施形態の変化例および修正が可
能であり、実施形態の種々の要素の実用的な代替案および同等物が、本特許文献を検討す
ると、当業者に理解されるであろう。本明細書で開示される実施形態のこれらおよび他の
変化例および修正は、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、行われ得る。

【図１】

【図２】

【図３】
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